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口蹄疫の発生(疑似患畜)が確認された
肉用牛農家の皆様へ

～農場の経営再開及び支援措置～

○ 移動制限区域では、地域内のすべての牛・豚等（ワクチン接種家畜を含む）の
処分終了後、移動制限が解除され、家畜の再導入ができます。※

※ 家畜の再導入までに、農場の消毒を１週間間隔で３回行う必要があります。

○ 処分された家畜の時価評価額の全額を交付します。また、その一部を速やかに
概算払します。

○ 新たな家畜の導入後も直ちには販売収入を得られないことを考慮し、再開前に
経営支援互助金を交付します。※※

（互助基金の非加入者には加入者の１／２相当額を全額国費で交付します。）
※※再開しなかった場合にも返還は求めません。

○ 家畜評価額の全額を交付（手当金等）【疑似患畜発生農場における流れ】
速やかな手当金の概算払
（別途、精算払を実施）
例：肉専用種

繁殖雌牛（12ヶ月～） ２２．１万円
肥育牛（12ヶ月～） ３１万円
子牛（12ヶ月未満） １９万円

○ 家畜共済金（加入者）

・農場における処分

・埋却・消毒等の
防疫措置

発生確認

【疑似患畜発生農場における流れ】

○ 家畜共済金（加入者）
家畜共済の評価額が手当金（評価額の４／５）

を上回っている場合、その差額を支払い

○ 環境対策経費や埋却地賃借料の全額を助成

○ 経営支援互助金（加入者）

例：肉専用種
繁殖雌牛（24ヶ月 ） １７ ９万円

防疫措置

移動制限区域内の
全発生農場と

ワクチン接種農場の
防疫措置

家畜の再導入
までに、農場
の消毒を１週
間間隔で３回 繁殖雌牛（24ヶ月～） １７．９万円

繁殖雌牛（12～24ヶ月） ５．９万円
肥育牛（12ヶ月～） ５．９万円
子牛（12ヶ月未満） ５．９万円
※互助基金の非加入者は加入者の

１／２相当額

○ 家畜疾病経営維持資金

ワクチン接種地域内
のすべての牛・豚等

の処分終了

移動制限解除

間間隔で３回
行う。

○ 家畜疾病経営維持資金
（国・県・市町村により無利子）

○ リース方式による優良雌牛導入支援

家畜の再導入

○手当金等の精算払
手当金として家畜評価額の4/5と概算払の差額の支払
家畜評価額の1/5相当額を県より支払

経営再開
内容についてのお問い合わせは…
◆宮崎県口蹄疫対策本部

直通：０９８５－２６－（７１３８、７１２３、７６７３）
◆農林水産省口蹄疫対策本部

代表：０３－３５０２－８１１１（内線４５１４～４５２０）

家畜評価額の1/5相当額を県より支払
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よくあるご質問

Ｑ１

殺処分家畜の手当金の仮払い金を早く受けたいが、どのようにすればよい
のか。

飼養されている家畜の種類 品種 雌雄 月齢 頭数を記載した飼養台帳等を用飼養されている家畜の種類、品種、雌雄、月齢、頭数を記載した飼養台帳等を用
意し、宮崎県口蹄疫防疫対策本部
（０９８５－２６－７１３８、２６－７１２３、２６－７６７３）にお問い合わせください。
申請がありしだい、速やかに概算払いします。

① まず、できるだけ早くお支払いができるよう、一旦、概算払い単価（本来の評

Ｑ２

殺処分家畜の手当金は、どのような方法で家畜を時価評価し、どのように
支払われるのか。また、種雄牛についても適正に時価評価されるのか。

価額の一部）を用いて飼養頭数に応じた概算払いを行います。

② その後、家畜市場や食肉卸売市場の価格を基準に、月齢、血統、品種等を

斟酌して 適正に評価を行い、支払った概算払い額との差額を精算払いとして

支払します。

③ なお、種雄牛などについては、血統や精液の販売実績などをもとに適正に評

価します。

（例） 評価人：家畜防疫員、市町村職員、農協などの畜産関係団体職員

Ｑ３
経営再開までの支援として、何がいつ支払われるのか。

① 経営再開までの支援としては、殺処分家畜に対する手当金に加え互助基金

に加入されている方は経営支援互助金が支払われます。

② 経営支援互助金は、家畜の導入を完了するまでに要する空舎部分の固定経

費（償却費、 労働費など）に相当する額を補てんするものです。この経営支援

互助金は、今期に限り、家畜の導入前に支払います。
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口蹄疫の発生(疑似患畜)が確認された
養豚農家の皆様へ

～農場の経営再開及び支援措置～

○ 移動制限区域では、地域内のすべての牛・豚等（ワクチン接種家畜を含む）の
処分終了後、移動制限が解除され、家畜の再導入ができます。※

※ 家畜の再導入までに、農場の消毒を１週間間隔で３回行う必要があります。

○ 処分された家畜の時価評価額の全額を交付します。また、その一部を速やかに
概算払します。

○ 新たな家畜の導入後も直ちには販売収入を得られないことを考慮し、再開前に
経営支援互助金を交付します。※※

（互助基金の非加入者には加入者の１／２相当額を全額国費で交付します。）
※※再開しなかった場合にも返還は求めません。

○ 家畜評価額の全額を交付（手当金等）【疑似患畜確認農場における流れ】

速やかな手当金の概算払
（別途、精算払を実施）

例：繁殖用種豚（雌） ４万円
繁殖用種豚（雄） ６．９万円
肥育豚 １．７万円
子豚（3ヶ月未満） ０．８万円

○ 家畜共済金（加入者）

・農場における処分

・埋却・消毒等の
防疫措置

発生確認

○ 家畜共済金（加入者）
家畜共済の評価額が手当金（評価額の４／５）

を上回っている場合、その差額を支払い

○ 環境対策経費や埋却地賃借料の全額を助成

○ 経営支援互助金（加入者）

例 家族型

防疫措置

移動制限区域内の
全発生農場と

ワクチン接種農場の
防疫措置

家畜の再導入
までに、農場
の消毒を１週
間間隔で３回 例：家族型

繁殖用種豚（雌・雄） ５万円
肥育豚 １．２万円
※互助基金の非加入者は加入者の

１／２相当額

○ 家畜疾病経営維持資金
（国・県・市町村により無利子）

ワクチン接種地域内
のすべての牛・豚等

の処分終了

移動制限解除

間間隔で３回
行う。

（国 県 市町村により無利子）

○ リース方式による優良種豚導入支援

家畜の再導入

○手当金等の精算払
手当金として家畜評価額の4/5と概算払の差額の支払
家畜評価額の1/5相当額を県より支払

経営再開
内容についてのお問い合わせは…
◆宮崎県口蹄疫対策本部

直通：０９８５－２６－（７１３８、７１２３、７６７３）
◆農林水産省口蹄疫対策本部

代表：０３－３５０２－８１１１（内線４５１４～４５２０）

家畜評価額の1/5相当額を県より支払
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よくあるご質問

Ｑ１

殺処分家畜の手当金の仮払い金を早く受けたいが、どのようにすればよい
のか。

飼養されている家畜の種類 品種 雌雄 月齢 頭数を記載した飼養台帳等を用飼養されている家畜の種類、品種、雌雄、月齢、頭数を記載した飼養台帳等を用
意し、宮崎県口蹄疫防疫対策本部
（０９８５－２６－７１３８、２６－７１２３、２６－７６７３）にお問い合わせください。
申請がありしだい、速やかに概算払いします。

① まず、できるだけ早くお支払いができるよう、一旦、概算払い単価（本来の評

Ｑ２

殺処分家畜の手当金は、どのような方法で家畜を時価評価し、どのように
支払われるのか。

価額の一部）を用いて飼養頭数に応じた概算払いを行います。

② その後、家畜市場や食肉卸売市場の価格を基準に、月齢、血統、品種等を

斟酌して 適正に評価を行い、支払った概算払い額との差額を精算払いとして

支払します。

（例） 評価人：家畜防疫員、市町村職員、農協などの畜産関係団体職員

Ｑ３
経営再開までの支援として、何がいつ支払われるのか。

① 経営再開までの支援としては、殺処分家畜に対する手当金に加え互助基金

に加入されている方は経営支援互助金が支払われます。

② 経営支援互助金は、家畜の導入を完了するまでに要する空舎部分の固定経

費（償却費、 労働費など）に相当する額を補てんするものです。この経営支援

互助金は、今期に限り、家畜の導入前に支払います。
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口蹄疫の発生(疑似患畜)が確認された
酪農家の皆様へ

～農場の経営再開及び支援措置～

○ 移動制限区域では、地域内のすべての牛・豚等（ワクチン接種家畜を含む）の
処分終了後、移動制限が解除され、家畜の再導入ができます※

※ 家畜の再導入までに、農場の消毒を１週間間隔で３回行う必要があります。

○ 処分された家畜の時価評価額の全額を交付します。また、その一部を速やかに
概算払します。

○ 新たな家畜の導入後も直ちには販売収入を得られないことを考慮し、再開前に
経営支援互助金を交付します。※※

（互助基金の非加入者には加入者の１／２相当額を全額国費で交付します。）
※※再開しなかった場合にも返還は求めません。

○ 家畜評価額の全額を交付（手当金等）
【疑似患畜確認農場における流れ】

○ 家畜評価額の全額を交付（手当金等）
速やかな手当金の概算払
（別途、精算払を実施）

例：乳用牛（24ヶ月～） １９．８万円
乳用牛（12～24ヶ月） １２．９万円
乳用牛（12ヶ月未満） ６万円

○ 家畜共済金（加入者）

・農場における処分

・埋却・消毒等の
防疫措置

発生確認

家畜共済の評価額が手当金（評価額の４／５）

を上回っている場合、その差額を支払い

○ 環境対策経費や埋却地賃借料の全額を助成

○ 経営支援互助金（加入者）
例 乳用牛（24ヶ月 ） １９ ３万円

防疫措置

移動制限区域内の
全発生農場と

ワクチン接種農場の
防疫措置

家畜の再導入
までに、農場
の消毒を１週
間間隔で３回 例：乳用牛（24ヶ月～） １９．３万円

乳用牛（12～24ヶ月） ３．３万円
乳用牛（12ヶ月未満） ３．１万円
※互助基金の非加入者は加入者の

１／２相当額

○ 家畜疾病経営維持資金
（国・県・市町村により無利子）

ワクチン接種地域内
のすべての牛・豚等

の処分終了

移動制限解除

間間隔で３回
行う。

（国 県 市町村により無利子）

○ リース方式による優良雌牛導入支援

家畜の再導入

○手当金等の精算払
手当金として家畜評価額の4/5と概算払の差額の支払
家畜評価額の1/5相当額を県より支払

経営再開
内容についてのお問い合わせは…
◆宮崎県口蹄疫対策本部

直通：０９８５－２６－（７１３８、７１２３、７６７３）
◆農林水産省口蹄疫対策本部

代表：０３－３５０２－８１１１（内線４５１４～４５２０）

家畜評価額の1/5相当額を県より支払
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よくあるご質問

Ｑ１

殺処分家畜の手当金の仮払い金を早く受けたいが、どのようにすればよい
のか。

飼養されている家畜の種類 品種 雌雄 月齢 頭数を記載した飼養台帳等を用飼養されている家畜の種類、品種、雌雄、月齢、頭数を記載した飼養台帳等を用
意し、宮崎県口蹄疫防疫対策本部
（０９８５－２６－７１３８、２６－７１２３、２６－７６７３）にお問い合わせください。
申請がありしだい、速やかに概算払いします。

① まず、できるだけ早くお支払いができるよう、一旦、概算払い単価（本来の評

Ｑ２

殺処分家畜の手当金は、どのような方法で家畜を時価評価し、どのように
支払われるのか。また、種雄牛についても適正に時価評価されるのか。

価額の一部）を用いて飼養頭数に応じた概算払いを行います。

② その後、家畜市場や食肉卸売市場の価格を基準に、月齢、血統、品種等を

斟酌して 適正に評価を行い、支払った概算払い額との差額を精算払いとして

支払します。

③ なお、種雄牛などについては、血統や精液の販売実績などをもとに適正に評

価します。

（例） 評価人：家畜防疫員、市町村職員、農協などの畜産関係団体職員

Ｑ３
経営再開までの支援として、何がいつ支払われるのか。

① 経営再開までの支援としては、殺処分家畜に対する手当金に加え互助基金

に加入されている方は経営支援互助金が支払われます。

② 経営支援互助金は、家畜の導入を完了するまでに要する空舎部分の固定経

費（償却費、 労働費など）に相当する額を補てんするものです。この経営支援

互助金は、今期に限り、家畜の導入前に支払います。
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口蹄疫ワクチンを接種した家畜の生産者の皆様へ

皆様の経営再開にあたっては、国と県（市町村）が次のような経
営支援を行います。

ワクチン接種から経営再開までの経営支援

営支援を行います。

ワクチン接種

ワクチンを接種した

○ ワクチン接種から処分までの日
数に応じ、その期間の飼料代等を
支払います。 【別紙１参照】

ワクチンを接種した
牛・豚の処分

○ 家畜の月齢、血統、能力、品種
等をもとに時価で評価した金額を
奨励金として支払います（疑似患畜
の場合と同様に処分時に概算払い
後、後日差額を精算払い）。

家畜の再導
入には、それ
ぞれの農場

※ いのしし、

山羊、めん
羊も含まれ

地域内のすべての牛・豚等

○ 埋却地への環境対策（防臭のための炭
の設置等）経費、土地の賃借料等を支払い
ます。

で処分終了
後、1週間間
隔で3回の消
毒を実施

羊も含まれ
ます

○ 経営再開にあたっては 国・県

地域内のすべての牛 豚等
の処分終了 ○ 生活支援として、畜種や月齢に

応じて経営再開支援金を支払います
（互助基金と同額）。 【別紙１参照】移 動 制 限 解 除

○ 経営再開にあたっては、国 県
市町村が利子を補てんし、無利
子の融資（家畜疾病経営維持資
金）やリース方式による優良種畜導
入支援が受けられます。

経 営 再 開

家畜の再導入

内容についてのお問い合わせ
◆宮崎県 口蹄疫防疫対策本部

電話（直通）：０９８５－２６－（７１３８、７１２３、７６７３）
◆農林水産省 口蹄疫対策本部

代表：０３－３５０２－８１１１（内線４５１４～４５２０）
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よくあるご質問

Ｑ１Ｑ１

殺処分の奨励金は、どのような方法で時価評価され、どのように支払われ
るのか。また、種雄牛についても適正に時価評価されるのか。

① 殺処分の奨励金は、発生農場の殺処分家畜と同様に、市場価格を基準に月齢、
品種、血統等を斟酌して適正に評価し、その評価額相当を支払います。

Ｑ２
ワクチン接種から経営再開までの支援は何がどのくらい支払われるのか

品種、 統等を斟酌 適 評価 、そ 評価額相当を支払 ます。
② 種雄牛などについても、同様に、血統や精液の販売実績などをもとに適正に評価
します。

① ワクチン接種後、殺処分された家畜の頭数に応じた殺処分の奨励金と、家畜防

疫互助基金の経営支援互助金と同額の経営再開支援金を支払うこととしています。

② 経営再開支援金は、家畜の導入前に処分頭数×１頭当たりの定額単価をかけた

額を支払う ととしています

ワクチン接種から経営再開までの支援は何がどのくらい支払われるのか。

額を支払うこととしています。

（例）

○ 肉用牛繁殖（２歳以上２５頭、２歳未満５頭の飼養規模で試算）

１７９,０００円 × ２５頭 ＝ ４,４７５,０００円

５９ ０００円 ５頭 ２９５ ０００円５９,０００円 × ５頭 ＝ ２９５,０００円

計 ＝ ４,７７０,０００円

○ 肉用牛肥育（１６０頭の飼養規模で試算）

５９,０００円 × １６０頭 ＝ ９,４４０,０００円

○ 養豚一貫（母豚１８０頭、肥育豚１,７００頭の飼養規模で試算）

５６ ０００円 × １８０頭 ＝ １０ ０８０ ０００円５６,０００円 × １８０頭 ＝ １０,０８０,０００円

１３,０００円 × １,７００頭 ＝ ２２,１００,０００円

計 ＝ ３２,１８０,０００円

○ 酪農経営（２歳以上３５頭、１歳以上２歳未満５頭、

１歳未満５頭の飼養規模で試算）

１９３,０００円 × ３５頭 ＝ ６,７５５,０００円, 円 頭 , , 円

３３,０００円 × ５頭 ＝ １６５,０００円

３１,０００円 × ５頭 ＝ １５５,０００円

計 ＝ ７,０７５,０００円
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（別紙１）

口蹄疫感染拡大防止緊急対策助成単価等一覧

(単位：円）

種 類 区 分 殺処分奨励金 加算金 経営再開支援金

12ヶ月齢未満 評価額 400円/日 59,000

肉用牛 12ヶ月齢以上 評価額 680円/日 59,000

繁殖 24ヶ月齢未満

24ヶ月齢以上 評価額 680円/日 179,000

肉専用種 12ヶ月齢未満 評価額 400円/日 59,000

育肥育

12ヶ月齢以上 評価額 600円/日 59,000

乳用種 12ヶ月齢未満 評価額 400円/日 31,000

肥育

12ヶ月齢以上 評価額 600円/日 33 00012ヶ月齢以上 評価額 600円/日 33,000

交雑種 12ヶ月齢未満 評価額 400円/日 33,000

肥育

12ヶ月齢以上 評価額 600円/日 37,000

12ヶ月齢未満（雌） 評価額 400円/日 31,000

酪農 12ヶ月齢以上 評価額 680円/日 33,000

（ ）24ヶ月齢未満 雌

24ヶ月齢以上 雌 評価額 1,050円/日 193,000（ ）

～1,440円/日

種豚（雌） 評価額 120円/日 56,000

養豚 種豚（雄） 評価額 円/養豚 種豚（雄） 評価額 120円/日 56,000

肥育豚 評価額 120円/日 13,000
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ワクチンを接種した移動制限区域周辺の搬出制限区域の牛・

搬出制限区域の生産者の皆様へ

ワクチンを接種した移動制限区域周辺の搬出制限区域の牛・
豚について、と畜場への出荷等を促進します。

経営再開までの支援

搬 出 制 限 区 域 内

早期出荷

① 早期出荷による枝肉価値
の低下分として、相当額の補
てんを行います。

② 出荷できない子牛や子豚を早期出荷

新たな家畜の導入

② 出荷できない子牛や子豚を
化製処理する場合には、損失
分と化製処理に係る費用を助
成します。

【別紙２参照】

③ 導入が制限される間、収入
の減少に対し、家畜の種類や
月齢毎に一定額の助成金を支
払います。 【別紙２参照】

新たな家畜の導入
を制限

④ 家畜の再導入・経営再開に
あたっては、国・県（市町村）が
利子を補てんし、無利子の融
資（家畜疾病経営維持資金）や

方式 る優良種畜導

隣接地域の
移動制限解除

リース方式による優良種畜導
入支援が受けられます。

再 導 入

内容についてのお問い合わせ
◆宮崎県 口蹄疫防疫対策本部

電話（直通）：０９８５－２６－（７１３８、７１２３、７６７３）
◆農林水産省 口蹄疫対策本部

代表：０３－３５０２－８１１１（内線４５１４～４５２０）
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よくあるご質問

Ｑ１
と畜経費や化製処理経費は自分で支払わなければならないのか。

いずれも出荷者等が支払った上で、レンダリング費用については、追加で要する経費

Ｑ２

として助成対象となります。ただし、と畜経費は通常、枝肉の販売額に含まれるため、

助成することはできません。

いわゆる風評被害が出ることがないよう正しい情報の提供や、関係業者の指導

Ｑ２

食肉がいわゆる風評被害で売れなかった場合には、国で買い上げてもら
えるのか。

を行うこととしています。

なお、直ちに販売できない食肉については、一旦冷凍保管し、時間をかけて販売

していただくこととし、

① 枝肉の買入れに係る金利

② 冷凍倉庫への輸送料及び保管料

③ 凍結による価値の低下分（冷凍格差）

等を補助することとしています。

Ｑ３

搬出制限区域の家畜は全て出荷しなければならないのか。また、その場合、
いつまでに出荷しなければならないのか。

全て出荷することが望ましいところですが、肥育豚や肥育牛を優先的に出荷してく全て出荷することが望ましいところですが、肥育豚や肥育牛を優先的に出荷してく
ださい。（貴重な資源である繁殖に利用する牛等は除いても差しつかえありません）
原則として、搬出制限区域が解除されるまでであれば、特に出荷時期の制限はあり
ませんが、速やかな出荷をお願いいたします。
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（別紙２）
早期出荷促進対策助成単価等一覧

(単位：円）

出荷促進助成金出荷促 助成
種 類 区 分 出荷促進

価値の低下分 化製処理 支援金
の助成 費用の助成

12ヶ月齢未満 評価額 4,500 19,500

肉用牛 12ヶ月齢以上 評価額と販売額の差 ― 19,500
繁殖 24ヶ月齢未満

24ヶ月齢以上 評価額と販売額の差 ― 59,500

12ヶ月齢未満 380,000 4,500 19,500

肉専用種 12ヶ月齢以上 500,500 ― 19,500
肥育 月齢未満肥育 28ヶ月齢未満

28ヶ月齢以上 ― ― 19,500

12ヶ月齢未満 116,000 4,500 10,500

乳用種 12ヶ月齢以上 180,500 ― 11,000
肥育 20 月齢未満肥育 20ヶ月齢未満

20ヶ月齢以上 ― ― 11,000

12ヶ月齢未満 181,000 4,500 11,000

交雑種 12ヶ月齢以上 288,000 ― 12,500
肥育 26ヶ月齢未満肥育 26ヶ月齢未満

26ヶ月齢以上 ― ― 12,500

12ヶ月齢未満 評価額 4,500 10,500

酪農 12ヶ月齢以上 評価額と販売額の差 ― 11,000
24ヶ月齢未満24ヶ月齢未満

24ヶ月齢以上 評価額と販売額の差 ― 64,500

種豚（雌） 評価額と販売額の差 ― 18,500

種豚（雄） 評価額と販売額の差 ― 18,500
養豚養豚

肥育豚 30,500 3,000 4,500
（ ） （ ）(概ね生体90kg未満) （離乳前は15,000） 離乳前は1,500 離乳前は2,000

肥育豚 ― ― 4,500
(概ね生体90kg以上)
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口蹄疫の発生により影響を受けた畜産農家の方々に対し、
経営の再開、継続に必要な低利資金を融通いたします。

口蹄疫の発生に伴い、家畜疾病経営維持資金の貸付
対象地域 貸付限度額 融資枠を拡大しました

①

対象地域、貸付限度額、融資枠を拡大しました。

① 貸付対象者

ア）経営再開資金 発生農家、ワクチン接種農家及び搬出制限区域内において早期出荷
を行い、一定期間内の家畜の導入を自粛される方が対象

・口蹄疫等の発生に伴う家畜の処分により経営の停止又はこれに準ずる深刻な影響
を受けた者

イ）経営継続資金
・口蹄疫等の発生に伴う移動・搬出制限により経営継続が困難となった者
・家畜市場の開催中止の影響を受けた九州・沖縄の子牛・子豚出荷農家
（資金を融通する期間は家畜市場再開２ヶ月後までの間）

② 貸付条件
（貸付利率は5月26日現在）

経営再開資金 経営継続資金（１頭当たり）

貸付限度額 （一般）

個人 2,000万円
法人 8,000万円

（特認）を設定

乳用牛（水牛含む）13万円、
肥育牛13万円、
繁殖用雌牛6万5千円、
肥育豚1万3千円、繁殖豚2万6千円特認 設定

融資期間
（うち据置期間）

５年以内
（２年以内）

３年以内
（１年以内）

貸付利率 1.425％以内 1.425％以内

※下線部は新たに拡大した部分

③融資枠 ３００億円 ※１００億円から更に拡大

○実際の貸付に関するご相談は、最寄りの農協、銀行、信用金庫等にご相談ください。
経営相談についてのお問い合せは…

農協等

県畜産協会

社団法人中央畜産会（武田、園部）（０３－６２０６‐０８４３）
内容についてのお問い合せは…

県畜産主務課

農水省担当：農林水産省畜産部畜産企画課（平田、谷川）

代表：０３－３５０２－８１１１（内線4893）
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事業に関するＱ＆Ａ

Ｑ１：この資金を借りたい場合、どこに行けば良いですか？

Ａ１：この資金は、国が利子補給を行いますが、実際は農協や銀行等を通じて
借り入れる ととなります まずは 最寄り 農協や銀行等にご相談借り入れることとなりますので、まずは、最寄りの農協や銀行等にご相談
ください。

Ｑ２：申請には、どのような書類や手続きが必要ですか？

Ａ２：上記の農協や銀行等でご相談いただき、経営計画の作成をお願いします。
その際に今までの経営状況や借入金の状況などを質問することがありまその際に今までの経営状況や借入金の状況などを質問することがありま
す。ご不明な点があれば、詳しくは農協や銀行等に、ご相談ください。

Ｑ３：口蹄疫発生農家や移動・搬出制限区域内の畜産農家しかこの資金は借
りられないのですか？

Ａ３：5月21日付けで 発生農家や移動・搬出制限区域内の農家の方々に加えＡ３：5月21日付けで、発生農家や移動・搬出制限区域内の農家の方々に加え、
九州・沖縄の子牛・子豚出荷農家の方々も貸付対象となりました。それ
以外の方については、農林漁業セーフティネット資金や家畜飼料特別支
援資金等が利用できますので、最寄りの農協や銀行等にご相談下さい。

Ｑ４：経営再開資金の「特認」により、いくらまで借り入れることができますか？

農林漁業セ フティネット資金 家畜飼料特別支援資金

Ｑ４ 経営再開資金の 特認」により、いくらまで借り入れる とができますか

Ａ４：借入計画等を審査し、経営の再開に当たり真に必要な額として、特に認
める場合には、個人2,000万円等の限度額にかかわらず飼養頭数等を勘
案して経営体毎に貸付額を判断します。（但し、飼養頭数に応じた借入上
限額があります）

農林漁業セーフティネット資金
不慮の災害や社会的・経済的な環境の

変化等により資金繰りに支障を来してい
る場合に運転資金を融通。

【貸付利率】0.75～0.95% （5月26日現在）
【償還期限】10年以内（据置3年以内）

家畜飼料特別支援資金
配合飼料価格の農家実質負担額が

47,700円/ｔを上回った場合、四半期ごと
に飼料購入資金を融通。

【貸付利率】0.75～0.95%（5月26日現在）
【償還期限】10年以内（据置3年以内）

【限度額】
＜一般＞300万円（600万円）
＜特認＞年間経営費の3/12（6/12）又は粗

収益の3/12（6/12）に相当する額
のいずれか低い額〔要簿記記帳〕

※（ ）は今回の口蹄疫の影響を受けた農家の特例

【償 期限】 年 （据置 年 ）
【限度額】 肥育牛：100千円/頭

乳用牛： 50千円/頭
繁殖雌牛： 12千円/頭

豚： 9千円/頭
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畜産経営の再建のため、
優良な家畜の導入を支援いたします。

②

飼養家畜を殺処分又は早期出荷した生産者の方が、リース
（貸付）方式により優良な家畜を導入する場合に、貸付料のうち
金利相当額の一部を助成します。

＜対象家畜＞

雌牛（肉用牛及び乳用牛）、種豚（雄・雌）であって、一定の能
力・条件を有し、平成22年度中に貸付契約が締結されたもの

＜助成対象経費＞＜助成対象経費＞
優良種畜の導入に要する経費の金利相当額の１／２

事業実施

②リース（貸付）
契約締結

③優良種畜の

生産者
事業実施
主体

貸付

⑤貸付期間終了
後に導入費等

を精算

①優良種畜
の購入

事業内容に関する問い合わせは…
県畜産主務課

④金利相当額
の1/2を助成

（独）農畜産業振興機構 畜産振興部

農協等
農水省担当：農林水産省畜産部畜産振興課（和田、飯野）

（代表：０３－３５０２－８１１１（内線4910））
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事業に関するＱ＆Ａ

Ｑ１：この助成を受けたい場合、どこに行けば良いですか？

Ａ１：まずは、お近くの農協等に（電話：0985- - ）に
ご相談ください。

Ｑ２：申請には、どのような書類や手続きが必要ですか？

Ａ２：まずは、ご自身の経営再建に当たり、経営規模や優良種畜
の導入計画をたてた上で、農協等との間で優良種畜の貸付
契約を締結する必要があります契約を締結する必要があります。
詳しくは、お近くの農協等（上記）にご相談ください。

Ｑ３：家畜導入に要する経費とはどのようなものですか？

Ａ３Ａ３：家畜導入に要する経費とは、①家畜購入費及び②購入に
要する諸経費（家畜市場手数料、購入旅費、鉄道等運賃、
積込料、貨車諸設備経費、輸送中の飼料費、輸送保険料
等）の合計です。

Ｑ４：助成対象となる優良な種畜とはどのようなものですか？

Ａ４：それぞれの畜産経営の生産・改良の核となる能力の高い
種畜を対象とします。
肉用牛及び乳用牛 定水準以上の能力評価値を有する肉用牛及び乳用牛：一定水準以上の能力評価値を有する

雌牛
豚：一定の能力又は条件を有する純粋種又は交雑種
（能力等の具体的な要件は、事業実施要綱で規定します）
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繁殖農家の皆様へ
出荷適期を超えた子牛に対し、助成いたします。

搬 が

③

＜対象＞

移動搬出制限区域が設定された宮崎県・鹿児島県・熊本県にお
いて、市場の閉鎖等により出荷が遅延した子牛を、市場再開後
出荷した場合に、子牛市場再開までの期間を対象に助成金を交
付します。

＜対象＞

移動搬出制限区域が設定された宮崎県・鹿児島県・熊本県において飼
養されている肉専用種の子牛について、制限開始日以降、「平均出荷日
齢＋30日に達した月」の翌月の1日から解除後直近の市場開催日（出荷
日）までの期間。

＜助成単価＞
最長で６月１日から、解除後直近の市場開催日までの日数×４００円/頭
（助成対象期間は、平均出荷日齢に達した月により異なります。）

4/20 5/1 6/1 7/1 解除 解除後直近の
市場開催日

4/30以前に
平均出荷日齢に
達した子牛

＋30日

4/20時点で365日齢を
超えている牛は対象外

日 円

助成対象期間（Ａ日）

事業内容に関する問い合わせは…
県畜産協会

前年度の平均出荷日齢は牛トレーサビリティを用いて農家毎に算出します。

Ａ日×400円

県畜産協会

県畜産主務課

農水省担当：農林水産省畜産部畜産振興課（飯野、塚口）
（代表：０３－３５０２－８１１１（内線4923）
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事業に関するＱ＆Ａ

Ｑ１：この助成を受けたい場合、どこに行けばよいですか？

Ａ１：宮崎県、鹿児島県、熊本県の次の協会にご相談ください。

宮崎県畜産協会（電話：0985-41-9302）
鹿児島県畜産協会（電話：099-258-5647）
熊本県畜産協会(電話 096 369 7820)

Ｑ２：申請には、どのような書類や手続きが必要ですか？

Ａ２：申請には、事業への参加申し込みや事業実施後の確認等

熊本県畜産協会(電話：096-369-7820)

Ｑ３

が必要です。
詳しくは、事業を行う前に、各県畜産協会（上記）に
ご相談ください。

Ｑ３：どの品種が助成対象ですか？

Ａ３：肉専用種の子牛が対象です。

Ｑ４：平均出荷日齢はどのように調べるのですか？Ｑ４：平均出荷日齢はどのように調べるのですか？

Ａ４：牛トレーサビリティ（（独）家畜改良センターのデータベース
に登録されているデータ）からそれぞれの農家の前年度
（平成２１年４月～平成２２年３月）の平均出荷日齢を算出
します。
（農家自ら平均出荷日齢を算出する必要はありません。）
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肥育農家の皆様へ
出荷適期を超えた肥育牛に対し、助成いたします。

口蹄疫の発生に伴う移動・搬出制限の長期化により出荷が遅延

④

＜対象牛＞
移動制限区域及び搬出制限区域（6/9以降新たに設定された区

口蹄疫の発生に伴う移動 搬出制限の長期化により出荷が遅延
した場合、基準日齢を超えて出荷した肥育牛に対し、助成金を
交付します。

移動制限区域及び搬出制限区域（6/9以降新たに設定された区

域を除く）で飼養され、制限開始日以降、制限解除までに基準日
齢（当該農家の前年度平均出荷日齢＋４０日）を超えた肥育牛

＜助成単価＞
基準日齢に達した日から制限解除までの日数 ６００円/頭基準日齢に達した日から制限解除までの日数×６００円/頭

4/20
制限開始

5/31
↓

制限解除
↓

（例）前年度の平均出荷日齢が870日の肥育農家の場合

6/10
↓

↓ ↓

40日

↓

870日齢
40日

10日
4/30

870日齢

(X‐10)日

X日

（注）前年度 平均出荷 齢は牛ト サビリ を用 農家ごとに算出します

(X‐10)日×600円

X日×600円

事業内容に関する問い合わせは…
県畜産協会

（注）前年度の平均出荷日齢は牛トレーサビリティを用いて農家ごとに算出します。

県畜産協会

県畜産主務課

農水省担当：農林水産省畜産部畜産振興課（飯野、塚口、佐野）
（代表：０３－３５０２－８１１１（内線4923）
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事業に関するＱ＆Ａ

Ｑ１：この助成を受けたい場合、どこに行けばよいですか？

Ａ１：まずは、宮崎県畜産協会（電話：0985-41-9302）に
ご相談ください。

Ｑ２：申請には、どのような書類や手続きが必要ですか？

Ａ２：申請には、事業への参加申し込みや事業実施後の確認等
が必要です。

Ｑ３：どの品種が助成対象ですか？

が必要です。
詳しくは、事業を行う前に、宮崎県畜産協会（上記）に
ご相談ください。

Ｑ３：どの品種が助成対象ですか？

Ａ３：全ての品種の肥育牛が対象です。

Ｑ４：平均出荷日齢はどのように調べるのですか？

Ａ４：牛トレーサビリティ（（独）家畜改良センターのデータベース
に登録されているデータ）からそれぞれの農家の前年度
（平成２１年４月～平成２２年３月）の平均出荷日齢を品種
ごとに算出します。また、助成対象牛の出荷日齢について
も同様に照合します （このため 農家自ら平均出荷日齢をも同様に照合します。（このため、農家自ら平均出荷日齢を
算出する必要はありません。）
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養豚農家の皆様へ
子豚のとう汰及び出荷適齢期を超えた肉豚出荷

に対し、助成します。

口蹄疫の発生に伴う移動・搬出制限によって、豚舎の収容能力

⑤

口蹄疫の発生に伴う移動 搬出制限によって、豚舎の収容能力
を超えた子豚のとう汰を行った場合、また、出荷遅延で出荷適齢
期を超えた肉豚を出荷した場合に助成金を交付します。

１ 助成対象
移動・搬出制限区域内で飼養されている子豚又は肉豚

２ 助成の内容
（１）子豚のとう汰及び焼却・埋却等

（条件）移動・搬出制限期間内に子豚をとう汰し、及び焼却・埋却又は化
製処理を行う場合。

（助成額）
子豚とう汰助成金 頭・ 子豚とう汰助成金 ７，５００円/頭

・ 子豚の焼却・埋却等助成金 ２，０００円/頭

・ 人工流産助成金 １９，０００円/腹
・ 人工流産焼却・埋却等助成金 ２，０００円/腹

※：子豚のとう汰事業については、確認行為等ございますので、とう汰前に、各県畜産協会にお問い合わせ下さい。

（２）出荷遅延豚の出荷
（条件）移動・搬出制限解除後２ヶ月以内（※）に、出荷適齢期

を超える肉豚を出荷した場合。
（助成額）

・ 出荷遅延助成金（枝肉重量８０kg以上８５kg未満） ４，０００円/頭
出荷遅延助成金（枝肉重量 上） １１ ０００円/頭・ 出荷遅延助成金（枝肉重量８５kg以上） １１，０００円/頭

※ 制限期間が２ヶ月未満の場合は、制限解除後、制限期間と同一の日数以内。
また、移動・搬出制限期間内であっても、特例措置等により出荷が可能となった出荷

遅延豚も対象となります。

○実際の助成に関するご相談や、内容についての問い合わせは
・県畜産協会

・(独)農畜産業振興機構 食肉生産流通部 食肉需給課（藤野、小田垣）（直通：０３－３５８３－１１５１）

・県畜産主務課

・農林水産省畜産部食肉鶏卵課（松尾） 代表：０３－３５０２－８１１１（内線４９４４）
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事業に関するＱ＆Ａ

Ｑ１：この助成を受けたい場合、どこに行けば良いですか？

Ａ１：まずは、各県畜産協会にご相談ください。

Ｑ２：申請には、どのような書類や手続きが必要ですか？

Ａ２：申請には、子豚のとう汰や出荷遅延豚の出荷に関する計画

の作成や事業実施後の確認等をお願いいたします。

詳しくは、子豚のとう汰などを行う前に、各県畜産協会にご

相談ください。

Ｑ３：この助成は、移動・搬出制限区域内の子豚又は肉豚に限ら

れるのですか？

Ａ３：この助成は 移動・搬出制限区域内に飼養されている子豚又Ａ３：この助成は、移動・搬出制限区域内に飼養されている子豚又

は肉豚のみが対象となります。移動・搬出制限区域内では肉

豚を出荷できないため、豚舎の収容能力を超えた子豚や、出

荷遅延によって体重が過大となった肉豚が発生するためです

のでご理解下さい。のでご理解下さい。

Ｑ４：子豚のとう汰の確認はどのようにすればよいですか？

Ａ４：獣医師等の第３者の方に確認してもらうことが望ましいと考え

ていますが、防疫措置のために農場への第３者の方の立ち入

りが困難な場合も想定されることから、写真やへい獣処理業者

の領収書等による確認も認められます。詳細については、各県

畜産協会にご相談下さい。
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口蹄疫の発生により影響を受けた
肉用子牛生産農家の皆様へ

肉用子牛生産者補給金制度の要件が緩和されます。

⑥

九州・沖縄で生産された肉用子牛を譲り受けて飼養する場合、
飼養開始月齢の要件が、満２ヶ月齢から満５ヶ月齢に緩和されます。

○子牛を譲り受けて飼養する場合、２ヶ月齢までに農協などで肉用子牛個体

登録の申し込みを行い、負担金を納めることとされています。

○ただし、今回、九州・沖縄で生産された肉用子牛を譲り受けて飼養する場合

肉 用 子 牛 生 産 者 補 給 金 制 度 の 仕 組 み

（参考）

には、その登録期限を５ヶ月齢まで延長します。

生
産
者
補

○ 肉用子牛生産者補給金制度の仕組み

×10／10

保証基準価格

肉用子牛の平均売買価格

生
産
者
補

×10／10

補
給
金

合理化目標価格

補
給
金

×9／10

国（(独)農畜産業振興機構)
から交付される生産者補給
交付金を財源

○生産者補給金は、肉用子牛の平均売買価格（品種別・四半期毎）が保証基準価格を下回った

場合、当該四半期に販売又は自家保留された肉用子牛に対して生産者補給金が交付されます。

交付金を財源
指定協会にあらかじめ積み立
てた生産者積立金を財源

負担割合　国の助成　１／２
　　　　　    県の助成　１／４
　　　　　    生産者     １／４
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事業に関するＱ＆Ａ

Ｑ１：今回の要件緩和の対象品種は何ですか？

Ａ１：補給金制度の全品種（黒毛和種、褐毛和種、その他の肉専用種、乳用種、

交雑種）が対象となります。

Ｑ２：九州・沖縄の家畜市場で取引された肉用子牛は全て対象となりますか？

Ａ２：九州・沖縄で生産された肉用子牛が対象となりますので、九州・沖縄の家畜

市場で取引されても、子牛の生産県が九州・沖縄以外であれば対象となりま

ん

Ｑ３：九州・沖縄で生産された肉用子牛の登録申込みの時に特別な書類は必要

ですか？

せん。

Ａ３：登録申込みの際に九州・沖縄で生産された子牛と申告していただければ、

特別な書類は必要ありません。（牛トレサ制度により確認します。）

肉用子牛生産者補給金制度及び要件緩和のお問い合わせは肉用子牛生産者補給金制度及び要件緩和のお問い合わせは、
○各都道府県肉用子牛価格安定基金協会（指定協会）

○最寄りの農業協同組合等

○都道府県畜産主務課

○農林水産省畜産部食肉鶏卵課（冨澤、佐藤） 代表：０３－３５０２－８１１１（内線４９４１） まで 24



肉用子牛生産農家の皆様へ
肉用牛繁殖経営支援事業（２２年度新規）では、

口蹄疫の影響を考慮します。

⑦

事業の発動を判断する子牛の平均販売価格(黒毛和種）を、宮崎県、
鹿児島県、熊本県の県ごとに計算します。

このため、口蹄疫の影響で宮崎県、鹿児島県、熊本県の子牛価格

が低下した場合には、全国平均価格にかかわらず、それぞれ支援交
付金が支払われます付金が支払われます。

【口蹄疫対策の内容】

肉用子牛の四半期毎の地域平均売買価格（宮崎県、鹿児島県、熊本県の

それぞれの平均販売価格）が発動基準を下回った場合、当該四半期に販売又
は自家保留された肉用子牛を対象に発動基準を下回った額の３／４を交付しは自家保留された肉用子牛を対象に発動基準を下回った額の３／４を交付し
ます(全国平均は３県を除いて算定）。

①対象品種 ： 黒毛和種
②発動基準 ： ３８万円
③交付金単価 ： 発動基準（３８万円）と地域平均売買価格（地域平均売買

価格が保証基準価格を下回る場合は保証基準価格）価格が保証基準価格を下回る場合は保証基準価格）
の差額の３／４

④対象地域 ： 宮崎県、鹿児島県、熊本県
⑤対象期間 ： 平成２２年第２四半期（７～９月）

７～９月）
肉用牛繁殖経営支援事業【口蹄疫対策】のお問い合わせは、
各都道府県肉 牛価格安定基金協会 指定協会○各都道府県肉用子牛価格安定基金協会（指定協会）

○最寄りの農業協同組合等

○都道府県畜産主務課

○農林水産省畜産部食肉鶏卵課（冨澤、佐藤） 代表：０３－３５０２－８１１１（内線４９４１）
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事業に関するＱ＆Ａ

Ｑ１：事業の対象者と対象となる子牛に要件はありますか？

Ａ１：対象者は、肉用子牛生産者補給金制度の契約者であり、対象となる子牛は

補給金制度の個体登録が行われている黒毛和種の肉用子牛です。

Ｑ２：事業に参加するのに特別な書類が必要ですか？

Ａ２：事業に参加する旨の事業参加申込書を農協等へ提出するだけです。今まで

の手続きから特に変更はありません。

Ｑ３：事業の対象期間はいつまでですか？

Ａ３：平成２２年７月～９月（第２四半期）に販売（満６月齢以上）又は保留（満１２月

齢以上飼養）された子牛が対象となります。

発動基準

３８万円
差額の

３／４を

補填 交付金
交付金 最大５２，５００円

生産者
補給金

肉用子牛

地域平均

売買価格

保証基準価格

３１万円

交付金

 子牛価格低下時  子牛価格低下時

（保証基準価格を下回る場合）
宮崎県、鹿児島県、

熊本県それぞれで

算定
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肥育牛の経営安定対策（新マルキン）において

家畜を出荷できない肥育牛生産者の方々など
への要件緩和と特例措置を実施します。

⑧

１ 登録月齢の要件緩和

口蹄疫の発生に伴い、肉用牛肥育経営安定特別対策事業にお
いて、登録月齢の要件緩和、生産者拠出金の免除及び口蹄疫
の影響を反映した粗収益の算定をします。

(1)対象者：九州全域及び沖縄県の８県の肥育牛生産者の方
(2)内 容：個体登録申込期限を迎える肥育牛の登録月齢の期限を14ヶ

月齢未満から17ヶ月齢未満に延長します。

２ 生産者拠出金の免除（特例措置）
(1)対象者：搬出制限区域内(20㎞圏内)の肥育牛生産者の方(1)対象者：搬出制限区域内(20㎞圏内)の肥育牛生産者の方
(2)内 容：補てん対象となるためには、生産者拠出金を納付する必要

がありますが、上記の対象地域内の生産者の方については、
一定期間の生産者拠出金を免除します。

＜免除の対象肥育牛＞
４～９月に生産者拠出金の納付時期を迎える肥育牛について

免除します。例）肉専用種の場合は満２５ヶ月齢の牛

※ 生産者拠出金を免除した分の肥育牛に対する補てん金は、
国費分（３／４相当）のみを交付します。

３ 口蹄疫の影響を反映した粗収益の算定（特例措置）
(1)対象者：宮崎県の肥育牛生産者の方
(2)内 容：宮崎県における昨年度の同時期との粗収益の価格差を計算

し、その差額を全国平均の粗収益の算定結果に加味します。

○新マルキンに関する問い合わせは、以下のとおり
・県畜産主務課

・県畜産協会

・（独）農畜産業振興機構 畜産振興部 畜産振興第三課（横田、坂上）：０３－３５８３－４８７４

・農林水産省畜産部畜産企画課（関村、米森、浦嶋） ：０３－３５０２－０８７４（直）
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事業に関するＱ＆Ａ

Ｑ１： 生産者拠出金が免除される期間はいつまでですか？Ｑ１： 生産者拠出金が免除される期間はいつまでですか？

Ａ１： ４～９月に納付時期を迎えた肥育牛に対する拠出を

免除します。
今回の特例措置は、搬出制限により、肥育牛の出荷

ができず、制限期間中、肥育牛の販売収入がない生産
者の方に対する特例措置です。

Ｑ２： 生産者拠出金の免除の対象となっているかどうかの

判断は誰がするのですか また 対象の可否は 誰か判断は誰がするのですか。また、対象の可否は、誰か

ら連絡されるのですか。

Ａ２： 各県の畜産協会が、県と連携して、制限区域内の対

象者を確定し、対象となる肥育牛生産者の方にご連絡
いたしますいたします。

Ｑ３： 搬出制限区域内と区域外に農場を有している肥育牛

生産者はどのように扱われますか。

Ａ３ 生産者拠出金 免除は 搬出制限 域内 農場 おＡ３： 生産者拠出金の免除は、搬出制限区域内の農場にお

ける肥育牛のみが対象となります。

1234567890

1234567890
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肉豚の経営安定対策において家畜を出荷できない肉豚
生産者の方々などへの特例措置を実施します。

口蹄疫の発生に伴い、養豚経営安定対策事業において、
生産者拠出金の免除及び口蹄疫の影響を反映した

⑨

生産者拠出金の免除及び口蹄疫の影響を反映した
枝肉価格の算定をします。

１ 生産者拠出金の免除
（１）対象者：搬出制限区域内（20㎞圏内）の肉豚生産者の方
（２）内 容：補てん金の交付対象となるためには、生産者拠出金を

納付する必要がありますが、上記の対象地域内の生産者
の方については、生産者拠出金を免除します。
（１頭当たり５８０円）

＜免除の対象豚＞
４～９月に出荷した肉豚の頭数分について免除します。
４～９月に出荷した頭数に応じて生産者拠出金を納付
してもらう仕組みであるため。

※生産者拠出金を免除した分の肉豚に対する補てん金
は、国費分（１／２相当）のみを交付します。

２ 口蹄疫の影響を反映した枝肉価格の算定
（１）対象者：宮崎県の肉豚生産者の方
（２）内 容：宮崎県における昨年度と同時期の枝肉価格との差額を

計算し、その差額を全国平均の枝肉価格の算定結果に
加味します。

○養豚経営安定対策に関するお問い合わせは、次のとおり
県畜産協会

県畜産主務課

(独)農畜産業振興機構 食肉生産流通部 食肉需給課（伴、菊池、藤野）
ＴＥＬ.０３－３５８３－８６９９、１１５４、１１５３

○特例措置に関するお問い合わせは、次のとおり
農林水産省畜産部畜産企画課（関村、桑原、村田）

代表：０３－３５０２－８１１１（内線4890） 29



事業に関するＱ＆Ａ

Ｑ１： 生産者拠出金が免除される期間はいつまでですか？

Ａ１： ４～９月に出荷した肉豚の頭数分を拠出してもらう仕組
みなので、４～９月分の生産者拠出分を免除いたします。
今回の特例措置は搬出制限により、肉豚の出荷ができ

ず、制限期間中、肉豚の販売収入がない生産者の方に対
する特例措置ですする特例措置です。

Ｑ２： 生産者拠出金の免除の対象となっているかどうかの
判断は誰がするのですか。また、対象の可否は、誰から

連絡されるのですか。連絡されるのですか。

Ａ２： ①既存の交付ルートで事業参加の申請をする者の場合
各県の畜産協会が県と連携して、制限区域内の対象者
を確定し、対象となる肉豚生産者の方にご連絡します。

②直接交付方式で事業参加の申請をする者の場合
が独立行政法人農畜産業振興機構が、県と連携し、制限

区域内の対象者を確定し、対象となる肉豚生産者の方
にご連絡します。

Ｑ３： 搬出制限区域内と搬出制限区域外に農場を有しているＱ３： 搬出制限区域内と搬出制限区域外に農場を有している
肉豚生産者の方はどのように扱われますか。

Ａ３： 生産者拠出金の免除は、搬出制限区域内の農場にお
ける肥育豚のみが対象となります。
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口蹄疫の発生により影響を受けた畜産農家の方々に対し、
出荷できない家畜を飼養するための

カーフハッチ等を貸付します。

口蹄疫の発生に伴い 畜産高度化支援リ ス事業

⑩

口蹄疫の発生に伴い、畜産高度化支援リース事業
（１／３補助付きリース）の貸付対象に

カーフハッチ及び簡易畜舎を追加しました。
（畜産農家の方は２／３相当額で借り受けることが可能です。）

名称 貸付の対象となる方々 貸付期間名称 貸付 対象 方 貸付期間

カーフハッチ
（ヌレ子用）

九州・沖縄の酪農経営の方 ７年
（４年まで短縮可能）

簡易畜舎
（繁殖部門で生産さ
れた子畜の繁殖利

宮崎県、鹿児島県、熊本県の
大家畜・養豚経営の方

７年
（４年まで短縮可能）れた子畜の繁殖利

用のための保留又
は肥育用）

大家畜・養豚経営の方 （４年まで短縮可能）

簡易畜舎 搬出制限区域内の大家畜・養
豚経営の方

７年
（４年まで短縮可能）

簡易畜舎は 建築確認を要 な も 限る

注）貸付の対象となる方
畜産農家の方 （認定農業者の方及び県知事が特に認めた方、左記

のいずれかの方が構成員となられている集団）
農協等 （一般社団法人・一般財団法人を含みます。）

※簡易畜舎は、建築確認を要しないものに限る。

○ 貸付に関するご相談は、下記にお問い合わせ下さい。
・県畜産協会

・農協等

○ 内容についてのお問い合わせは、下記のとおりです。
・（財）畜産環境整備機構担当：業務部（工藤）代表：０３－３４５９－６３０９
・農水省担当：畜産部畜産企画課（白土、髙城）

代表：０３－３５０２－８１１１（内線4893）
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事業に関するＱ＆Ａ

Ｑ１：対象となる簡易畜舎やカーフハッチは、どのようなものです
かか？

Ａ１：簡易畜舎は、建築確認を必要としない簡易なもので、ビニ
ニールハウスタイプ等の畜舎です。カーフハッチは、酪農経
営では飼養管理してこなかったヌレ子を１頭ずつ哺育・育成
するものです

Ｑ２：カーフハッチ又は簡易畜舎を借りたい場合、どこに相談す
れば良いですか？

Ａ２：貸付主体の（財）畜産環境整備機構の窓口である最寄りの

するものです。

機
農協等や各県の畜産担当部署にご相談ください。

Ｑ３：申請には、どのような書類や手続きが必要ですか？

Ａ３：手続きとして、（財）畜産環境整備機構が定めた申請書の
提出が必要となります 必要な書類 は 最寄り 農提出が必要となります。必要な書類については、最寄りの農
協や配合飼料安定基金協会等にご確認ください。

Ｑ４：リース料は、いつまでに支払えばよいのでしょうか？

Ａ４：（財）畜産環境整備機構では 口蹄疫の影響に伴うリース

Ｑ５：リース期間終了後、借り受けていた簡易畜舎等はどうなる

Ａ４：（財）畜産環境整備機構では、口蹄疫の影響に伴うリース
料の繰延等の相談に応じております。

詳細は（財）畜産環境整備機構までご相談ください。

のか？

Ａ５：リース期間が終了した場合、借り受けていた簡易畜舎等
の所有権は、（財）畜産環境整備機構から借受者の農家の
方へ譲渡されます。（農家の方の所有物となります。）
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肉用子牛の出荷遅延に向けた対策として、地域内での
肥育等の取組を支援します。

○対象地域 ： 九州全域及び沖縄県の８県

１ 多様な肉用牛経営実現支援事業（対象追加等）

⑪

○対象地域 ： 九州全域及び沖縄県の８県
○事業の内容
（１）肉用牛生産基盤強化対策（地域内一貫生産の推進）

農協等が離農農家の牛舎等を活用して地域内の肉用子牛を肥育する
場合に奨励金を交付。
（繁殖肥育一貫生産を推進するための奨励金（２７千円／頭）に、上記の

取組を追加します ）取組を追加します。）

対象者 奨励金 要件等

農協、
農協連

27,000円／頭

① 離農農家の牛舎等を活用して肥育すること。
② 黒毛和種、褐毛和種など肉専用種。

③ 導入時月齢が満11ヶ月齢以上の肉用子牛。

（２）肉用子牛流通促進対策の要件緩和

家畜商組合が家畜市場から肉用子牛を導入し、農家の方へ預託した場合に奨
励金を交付する事業において、家畜商組合が九州全域及び沖縄県の８県から導
入する肉用子牛について導入の月齢要件を満12か月未満から満15か月未満に緩
和。

○事業内容に関するお問い合わせは 以下のとおり

２ 優良繁殖雌牛更新促進事業の要件緩和

能力の低い繁殖雌牛をとう汰し優良繁殖雌牛への更新を支援する事業におい
て、貸付のため農協等が九州全域及び沖縄県の８県の家畜市場から導入する優
良な雌子牛について、導入の月齢要件を満12か月未満から満15か月未満に緩和。

○事業内容に関するお問い合わせは、以下のとおり
１の（１）の事業について

県畜産協会

県畜産主務課

(独)農畜産業振興機構 畜産振興一課（藤島・菅原） （直通：０３－３５８３－４１２６）
農林水産省 畜産部畜産企画課（関村 米森） （代表０３ ３５０２ ８１１１ 内線４８９０）農林水産省 畜産部畜産企画課（関村、米森） （代表０３－３５０２－８１１１ 内線４８９０）

１の（２）の事業及び２の事業について
県畜産主務課

「(独)農畜産業振興機構 食肉事業課（櫻井） （直通：０３－３５８３－８７０６） ＊１の（２）に限る」
農林水産省 畜産部食肉鶏卵課（冨澤、森川） （代表：０３－３５０２－８１１１ 内線４９４１）

33



事業に関するＱ＆Ａ

１の(１）肉用牛生産基盤強化対策(地域内一貫生産の推進）

Ｑ１：地域内一貫生産は、離農農家の施設を活用することが必
要ですか？
農協等の直営牧場で導入した場合も対象となりますか？

Ａ１：一時的に繁殖農家に滞留し月齢が進んだ肉用子牛を地域
内で新たに肥育する場合のかかり増し経費相当を奨励金
（27,000円／頭）として交付するものです。
このため、離農農家の牛舎等を利用した場合を対象として

おり、直営牧場は対象外です。

Ｑ２：地域内の肉用子牛を肥育する場合の「地域」とはどのよう
な範囲ですか？

Ａ２：農協が取り組む場合は、当該農協の管内で生産された肉
用子牛が対象となります。
農協連が取り組む場合は 当該農協連 管内 生産され農協連が取り組む場合は、当該農協連の管内で生産され

た肉用子牛が対象となります。

Ｑ３：農協や生産集団も家畜市場から肉用子牛を導入し 農家

１の(２）肉用子牛流通促進対策の要件緩和

Ｑ３：農協や生産集団も家畜市場から肉用子牛を導入し、農家
へ預託すれば、奨励金が交付されるのですか？

Ａ３：この事業は家畜商組合を対象とした事業ですので、農協や
生産集団は事業の対象となりませんのでご了承下さい。

Ｑ４Ｑ４：家畜商組合は、九州全域及び沖縄県の８県にないと対象と
ならないのですか？

Ａ４：九州全域及び沖縄県の８県で生産され、８県にある家畜市
場から導入すれば、全国の家畜商組合が対象となります。

34



家畜市場の円滑な再開を支援します。家畜市場の円滑な再開を支援します。
（家畜市場再開支援事業）

⑫

再開市場の円滑な家畜取引を支援

＜事業実施主体＞

宮崎、鹿児島、熊本及び大分県団体

＜事業実施場所：家畜市場＞

①移動・搬出制限区域内にある市場①移動 搬 制限 域 あ 市場

②上記４県のうち①の区域外にある市場

防疫強化
（消毒の徹底）1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

補助率：
①の家畜市場：定額
②の家畜市場：１／２

条 件：

市場再開後 ２ヶ月以

1234567890

1234567890

1234567890

購買者輸送支援
（地域が購買者に奨励金を交付する場合）

市場再開後、２ヶ月以
内までに使用する量

補助率：１／２以内
・九州域内（事業実施４県以外の九州の各県） ： １千円／頭を上限
・九州域外（沖縄県を含む） ：２．５千円／頭を上限

条 件：市場再開後、２ヶ月以内で家畜市場２開催まで

○事業内容に関するお問い合わせは、以下のとおり

県畜産協会
県畜産主務課
（独）農畜産業振興機構（直通：０３－３５８３－８７０６） 食肉生産流通部 食肉事業課（櫻井）
農林水産省生産局畜産部（代表：０３－３５０２－８１１１） 食肉鶏卵課（冨澤、森川）（内線４９４１）
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事業に関するＱ＆Ａ

Ｑ１：消毒剤は いつまで使用する量を購入することが可能ですＱ１：消毒剤は、いつまで使用する量を購入することが可能です
か？

Ａ１：市場再開後、２ヶ月以内までに使用する量を購入すること

が可能です。

Ｑ２：再開市場から肉用子牛を輸送するために必要な経費の一

部を助成するとありますが、具体的にどのような仕組みに
なっているのですか？なっているのですか？

Ａ２：今後、家畜市場が再開した場合に、肉用子牛取引の活性

化が図られるよう、家畜市場等が遠方からの購買者に対し
て輸送費の一部を助成する場合、その１／２を補助するもの
です。
助成額は購買した子牛の最終的な飼養地が、①事業実施

４県以外の九州各県の場合は１千円／頭、②九州域外（沖
縄県を含む）の場合は、２．５千円／頭を上限とします。

Ｑ３：肉用子牛の輸送代の助成対象期間はいつまでですか？

Ａ３：市場再開後、２ヶ月以内で家畜市場２開催（連続して開催

する場合は、その連続日を１開催とします。）以内を助成対
象とします。
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○ 需要先の畜産農家の家畜が口蹄疫の発生により殺処分等

になり 用稲等の供給が困難とな た農家に いて 新

畜産農家への供給が困難となった
飼料作物の生産農家の方々へ

⑬

になり、ＷＣＳ用稲等の供給が困難となった農家について、新

たな需要先とのマッチング活動を推進します。

○ それでも新たな需要先が見つからない場合、水田利活用

自給力向上事業において、特例としてＷＣＳ用稲等の生産を

中止しても交付金を交付します中止しても交付金を交付します。

１ 新たな需要先の確保支援

農林水産省が宮崎県と連携し、ＷＣＳ用稲を飼料用米として養鶏農家

に供給することも含め、幅広い需要先確保を支援します。

２ 水田利活用自給力向上事業の特例

口蹄疫の発生により家畜の殺処分等を行った畜産農家との利用供

給契約等に基づき、飼料作物等の生産に取り組む予定としていた農

① 対象者

家であって、新たな需要者が確保できない農家

ＷＣＳ用稲、飼料用米及び飼料作物の生産を中止した場合、中止し

た面積についても交付金を交付します。

② 特例措置の内容

交付単価 ： １０アール当たり ３５ ０００円

○ 交付金申請に関するご相談やお問い合わせは以下まで

農林水産省 九州農政局

※ 口蹄疫の発生により家畜の殺処分等を行った畜産農家を需要先としていたこと、
営農準備を行っていたことが書類により確認できることが必要です。

交付単価 ： １０ア ル当たり ３５，０００円

・農林水産省 九州農政局
戸別所得補償制度推進チーム ： ０９６－３５３－７３７９

・農林水産省 生産局 農業生産支援課
戸別所得補償モデル対策実施チーム ： ０３－３５０２－８１１１（内線４７９２）

農林水産省 九州農政局
宮崎農政事務所 農政推進課 ： ０９８５－２２－３１８４
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特例に関するＱ＆Ａ

Ｑ１： 需要先確保のため、ＷＣＳ用稲から飼料用米への転換を考えたいの

すが 用品種 も飼料用米の助成を受け取れるの し うかですが、ＷＣＳ用品種でも飼料用米の助成を受け取れるのでしょうか？

Ａ１： 飼料用米への助成に品種による制限はありませんので、ＷＣＳ用品

種を飼料用米として出荷しても助成の対象となります。

Ｑ２： ＷＣＳ用稲から飼料用米に転換して養鶏農家に販売する場合、籾で

給 もあ 得 すが 農薬 使 も良

Ｑ３： 水田利活用自給力向上事業の特例措置を受けたい場合はどうすれ

給与されることもあり得ますが、農薬は使用しても良いのでしょうか？

Ａ２： 飼料用米を籾で給与する場合には、出穂期以降に農薬を使用しない

ようお願いします。

ば良いのでしょうか？

Ａ３： 水田利活用自給力向上事業の加入申請期限（※）までに特例を申請

していただくことになります。まずは、事業の加入申請を受け付けている
農政事務所、地域水田農業推進協議会にご相談ください。

※宮崎県（及び隣県３県）においては 当分の間 加入申請期限を延長します

Ｑ４： 既に作付けられているＷＣＳ用稲、飼料用米について特例を申請す

る場合、これらの作物の扱いをどのようにしたら良いのですか？

Ａ４： 特例申請時点で既に作付けられている場合には、収穫期までにすき

込みを行うなど 確実な横流れ防止の取組を行うことが必要です

※宮崎県（及び隣県３県）においては、当分の間、加入申請期限を延長します。

Ｑ５： 特例を申請せずに、ＷＣＳ用稲等を生産し、通常の単価で助成を受

けることはできるのですか？

込みを行うなど、確実な横流れ防止の取組を行うことが必要です。

Ａ５： 特例を申請しない場合には、新たな需要者との契約を締結し、収穫

後にきちんと供給することが必要です。

また、ＷＣＳ用稲、飼料用米については、新規需要米取組計画を期
日（水田利活用自給力向上事業の加入申請期限と同日（※））までに提
出し、農政事務所長の認定を受ける必要があります。
※宮崎県（及び隣県３県）においては、当分の間、加入申請期限を延長します。
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